
印西地区消防組合公告第１５号

地方自治法第２３４条第１項の規定により、事後審査型制限付一般競争入札を次のとおり

実施する。

  令和４年８月１６日

印西地区消防組合管理者 板 倉  正 直

１ 事業名称

（１） 業 務 名  はしご付き消防ポンプ自動車売払い

（２） 引渡し場所  千葉県白井市けやき台二丁目８番

印西地区消防組合 西白井消防署

（３） 引渡し期限  令和４年１０月３１日

（４） 事業概要  

①目 的  はしご付き消防ポンプ自動車の売払い

②規模等  はしご付き消防ポンプ自動車

③仕 様  別途仕様書のとおり

（５） 入札方法  事後審査型制限付一般競争入札 

２ 入札参加条件

   入札参加を希望する場合の資格要件は、次のとおりである。

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者

のほか、次のいずれかに該当する場合は参加することができない。

   ・印西地区消防組合を構成する市（印西市及び白井市以下「関係市」という。）の令和

４・５年度、印西市入札参加資格者名簿・白井市競争入札参加者適格者名簿に登載され

ていない者。

・印西地区消防組合及び関係市の建設工事請負業者等指名停止措置要綱に基づく指名

停止措置を当該事業の公告の日から入札日までの間受けている者。

・手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者。

・当該事業の入札日前６か月以内に手形、小切手を不渡りした者。

・会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用申請した者で同法に基づく裁判所

からの更生手続開始決定がされていない者。

・民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の適用申請した者で同法に基づく裁判所

からの再生手続開始決定がされていない者。

・印西地区消防組合建設工事等暴力団対策措置要綱の別表に規定する措置要件に該当

する者。

（２） 別表に定める入札参加資格要件を満たす者であること。



３ 入札参加資料の提出等

   入札参加希望者は、別表に定める届出期間内に事後審査型制限付一般競争入札参加届

出書を持参若しくは書留又は簡易書留により提出するものとする。

（１）様 式 印西地区消防組合ホームページ→入札情報からダウンロード

        ＵＲＬ http://fire-inzaichiku.eco.coocan.jp/ 

（２）期 間 令和４年８月１６日（火）から令和４年８月２９日（月）

       （土曜日、日曜日、祝日を除く）

（３）時 間 午前９時から午後５時まで

（４）場 所 印西地区消防組合消防本部総務課

４ 設計図書等の配布又は縦覧又は貸出

   印西地区消防組合入札約款及び本業務に係る契約書案、設計図面及び仕様書（以下「設

計図書等」という。）の縦覧は次のとおり行う。

（１）縦覧期間 令和４年８月１６日（火）から令和４年８月２９日（月）

        （土曜日、日曜日、祝日を除く）

（２）縦覧時間 午前９時から午後５時まで

（３）縦覧場所 印西地区消防組合消防本部総務課（入札約款及び本業務に係る契約書案）

        印西地区消防組合消防本部警防課（設計図書等）

５ 質問及び回答

設計図書等に関して質問等がある場合は、事業担当（警防課）に電話連絡のうえ、使

用印の押印された質問書により、次のとおりファクシミリ又は電子メールにて提出する

こと。質問締切までは何度でも質問をすることができる。

（１）期 間 令和４年８月１６日（火）から令和４年８月２９日（月）

（２）提出先 印西地区消防組合消防本部総務課

回答は、令和４年９月５日（月）までにファクシミリ又は電子メールにて通知する。

 なお質問ができる者は、別表に定める資格要件のうち「工種（業種）」「事業所の所在  

地」の全てを満たす者とする。

６ 入札及び開札

（１）入札期間

    別表に定める。

（２）入札方法

    入札期間に持参若しくは書留又は簡易書留により入札すること。

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって契約金額とするので、入

札金額には消費税及び地方消費税相当額を含んだ金額を記載すること。



（３）開札

    別表に定める。

７ 落札候補者及び落札者の決定

（１）落札候補者の決定

別表に定める。

（２）疑義申立て

落札候補者を選出した後、疑義申立ての期間について、契約の締結を一時保留し、

これを経過した後、落札者を決定する。なお、疑義申立てにより、設計の違算を確認

し、当該入札を無効とした場合には、消防組合は当該入札において、生じた一切の責

任を負わない。

（３）落札者の決定

別表に定める。

８ 契約の締結について

落札候補者は、落札決定の日から７日以内（休日を除く。）に当該契約（議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第１３号）の規定

により議決を要する契約に係る仮契約を含む。以下同じ。）を締結しなければならない。

また、期間内に契約を締結しないときは、落札はその効力を失う。

９ 入札参加資格等確認書及び確認資料等の提出

   開札後、落札候補者となった者は、別に配布する事後審査型制限付一般競争入札参加

資格確認書提出要領に基づき、落札候補者として決定した日から起算して５日以内に入

札参加資格等確認書及び確認資料等を持参により提出し、入札参加資格の確認を受けな

ければならない。

10 その他

（１）資格確認資料作成説明会及び現場説明会は、実施しない。

（２）資格確認資料のヒアリングは、実施しない。

   ただし、記載内容が不明確で入札参加資格を確認できない場合には、説明を求めるこ

とがある。

（３）入札参加者は、入札約款及び設計図書等を熟読し、入札に参加すること。

（４）提出された届出書等は返却しない。なお、届出書等は、公共工事の入札及び契約の適

正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号）及び同法施行令（平成１３年

政令第３４号）等の規定により公表する場合を除き、公表し、又は無断で使用するこ

とはしない。資格確認資料は、返却しない。なお、公表し、又は無断で使用すること

はしない。



11 問い合わせ先

   印西地区消防組合消防本部

    入札担当 総務課  電 話 ０４７６－４６－９９４２

    事業担当 警防課  電 話 ０４７６－４６－９９６２

              ＦＡＸ ０４７６－４６－９９１４

              Ｅ-mail fire-inzaichiku@nifty.com 



印西地区消防組合公告第１５号 別表 

入札に関する事項 

１ 事業概要 

事 業 名 はしご付き消防ポンプ自動車売払い 

引渡し場所 印西地区消防組合 西白井消防署 引渡し期限 令和４年１０月３１日 

概  要 はしご付き消防ポンプ自動車の売払い 

予定価格 ５００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

２ 入札参加条件

資格要件 工種（業種）（※１） 物品部門 （不用品買受、（金属くず）） 

事業所の所在地（※１） 指定なし 

その他事業に必要な資格条件 自動車リサイクル法取引業引取業者名簿登録業者 

３ 入札参加資料の提出等

届出期間 令和４年８月１６日（火）から令和４年８月２９日（月） 午前９時から午後５時まで 

届出書類 事後審査型制限付一般競争入札参加届出書 

４ 設計図書等の交付等

交付期間 令和４年８月１６日（火）から令和４年８月２９日（月） 午前９時から午後５時まで 

５ 質問及び回答

質  問 令和４年８月１６日（火）から令和４年８月２９日（月） 午前９時から午後５時まで 

回   答 令和４年９月５日（月）までにファクシミリ又は電子メールにて通知する。 

６ 入札及び開札

入札期間 令和４年９月１２日（月）及び令和４年９月１３日（火） 午前９時から午後５時まで 

入札書等の提出を書留又は簡易書留とすることができる。 

開  札 令和４年９月１４日（水）午前９時３０分以降、公告の番号順に行う。 

入札者が一人の場合でも、落札決定を行う。 

７ 落札候補者、入札参加資格確認及び落札者の決定

落札候補

者の決定 

予定価格以上で、最高の価格をもって入札した者を落札候補者として決定する。 

事後審査

書類の提

出 

入札参加資格等確認書及び確認資料を持参により提出。 

備考

事業担当 印西地区消防組合消防本部警防課 担当 警防係 

（電話） ０４７６－４６－９９６２  （ファクシミリ） ０４７６－４６－９９１４ 

（電子メール） keibou-inzaichiku@nifty.com 

（※１）令和４・５年度、印西市入札参加資格者名簿・白井市競争入札参加者適格者名簿に登載されている者。 



物品売払い契約書

１ 事 業 の 名 称  はしご付き消防ポンプ自動車売払い

２ 引 渡 し 場 所  印西地区消防組合 西白井消防署

３ 納 付 期 限  令和４年１０月１３日

４ 引 渡 し 期 限  令和４年１０月３１日

５ 契 約 金 額  金          円

（ うち取引に係る消費税及び地方消費税相当額  金       円）

６  契 約 保 証 金             

 上記の物品類売買契約について、売払人と買受人は、各々 の対等な立場における合意

に基づいて、別添の条項によって物品類売買契約を締結し、信義に従って誠実にこれを

履行するものとする。

 この契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自１通を保有する。

  令和４年  月  日 

住 所  千葉県印西市牧の原二丁目３番地     

売払人       印西地区消防組合            

□氏 名  管理者  板 倉  正 直  印

住 所                      

買受人                           

○氏 名                 印



（ 総則）

第１条 売払人及び買受人は、この約款（ 契約書を含む。以下同じ。） に基づき、設計図書（ 別

冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。）に従い、

日本国の法令を遵守し、この契約（ この約款及び設計図書を内容とする物品類売買契約をい

う。以下同じ。） を履行しなければならない。

（ 権利義務の譲渡等）

第２条 買受人は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は継承せしめ若

しくは担保に供してはならない。ただし、書面により、売払人の承諾を得たときは、この限

りではない。

（ 契約金額の納付）

第３条 買受人は、契約金額を売払人の発行する納入通知書により、納付期限までに印西地区

消防組合（ 以下、「 消防組合」 という。） 指定（ 指定代理又は収納代理） 金融機関に納付しな

ければならない。

２ 契約金額が消防組合指定金融機関に納付されたことを売払人が確認したことをもって完納

とする。

（ 所有権の移転）

第４条 物件の所有権は、買受人が契約金額を完納したときに買受人に移転する。

（ 売払物品の引渡し等）

第５条 売払物品の引渡しは、売払人買受人両者が定める引渡し期間内に売払人買受人立会い

のうえ、当該売払物品をその引渡し場所から買受人に引渡すものとし、買受人はこれを速や

かに引取る義務を負うものとする。

（ 危険負担）

第６条 第４条の規定による売払物品の所有権が移転した日から売払物品の引渡し時までに、

売払人の責めに帰することのない理由により当該売払物品が滅失又はき損した場合は、すべ

て買受人の負担とする。

（ 契約不適合責任）

第７条 本契約に基づく売買は、現状有姿によるものとする。売買物件の品質等が契約内容に

適合しない場合でも、売払人は責任を負わないものとし、買受人は履行の追完、代金の減免

若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることはできないものとする。

（ 契約の解除）

第８条 売払人は、買受人が本契約に定める義務を履行しないときは、契約を解除することが

できる。

（ 解除に伴う返還金等）

第９条 売払人は、前条の規定により本契約を解除したときは、次項以下に定める措置をとる

ものとする。

２  買受人が支払った契約金額を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。

３ 買受人の負担した契約に要した費用は賠償しない。

４ 買受人が売払物品に支出した必要費、有益費、その他一切の費用は補填しない。

５ 売払人は、本契約を解除した場合において、買受人が損害を受けることがあってもこれを

賠償しない。

（ 買受人の原状回復義務）

第10条 買受人は、売払人が第８条の規定により契約を解除したときは、売払人の指定する期



日までに、売払物品を原状に回復して返還しなければならない。ただし、売払人が売払物品

を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。

２  買受人は、前項ただし書の場合において売払物品が滅失又はき損しているときは、その損

害賠償として契約解除時の時価により損害額に相当する金額を売払人に支払わなければなら

ない。

（ 損害賠償）

第11条 買受人が本契約に定める義務を履行しないため売払人に損害を与えたときは、その損

害を賠償しなければならない。

（ 返還金の相殺）

第12条 売払人は第９条第２項の規定により契約金額を返還する場合において、買受人が前条

に定める損害賠償金を売払人に支払う義務があるときは、返還する契約金額の全部又は一部

と相殺することができる。

（ 契約の費用）

第13条 本契約の締結及び履行に関する一切の費用はすべて買受人の負担とする。

（ 管轄裁判所）

第14条 本契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、売払人の所在地を管轄す

る裁判所とする。

（ 契約外の事項）

第15条 本契約に定めのない事項又は本契約において疑義を生じた事項については、売払人買

受人協議して定めるものとする。























仕 様 書 

１  総則 

この仕様書は、印西地区消防組合（ 以下「 消防組合」 という。）が、車両更新に伴い不要となっ

た消防車両１台を鉄屑として売払う事業である。  

２  事業名  

はしご付き消防ポンプ自動車売払い 

３  売買対象車両 

車台番号（ 登録番号）  ＰＲ４Ｆ ＰＨ１００３３（ 習志野８３０そ１１９）

体の形状車 消防車（ はしご付き消防ポンプ自動車）  

車検有効期限 令和３年９月１９日 

引渡し期限 令和４年１０月３１日 

４  売払い条件 

（ 1） 車両は現状有姿での引渡しとし、車両積載品も含むものとする。  

（ 2） 売買車両に装備されている赤色灯及びサイレン等は取り外し、使用できないように処理する

こと。その際、処理の過程を記録写真とし、消防組合へ速やかに提出すること。  

（ 3） 売買車両及び積載品に表示されている消防組合名称等は消去すること。  

（ 4） 引渡し場所は、消防組合が指定した場所とし、移送は買受人により実施すること。  

（ 5） 引渡しの際、施設等を破損した場合は一切の責任を買受人が負うこと。  

（ 6） 買受人は、売買車両の解体及び永久登録抹消を行い、消防組合が定める期日に書類を提出す

ること。  

（ 7） 買受人は、解体届出を代行し、登録事項等証明書を取得して消防組合へすみやかに提出する

こと。  

（ 8） 売買車両の契約、永久登録抹消に係る手続き及び搬送等に係る費用は、買受人が負担するこ

と。  

（ 9） 売買車両は鉄屑として売払うので、譲渡証明書は発行しない。  

（ 10）買受人は、消防組合が指定した期日までに契約金額を消防組合が指定した口座に支払うこと。 

（ 11） 売買車両の引渡し日程は、買受人により契約金額が消防組合指定金融機関に納付され、消防

組合側での口座入金確認後、決定する。  

（ 12） その他、解体等に係る一切の責任は買受人がすべて負うものとする。  

５  その他 

（ 1） 現車確認を希望される場合、下記連絡先に問い合わせをお願いします。  

℡ 0476- 46- 9962 連絡先： 印西地区消防組合 警防課 

（ 2） 別添資料 

（ ア） 自動車検査証（ 写）  

（ イ） 車両外観写真 



年度 令 和 ４ 年 度

金 円

番号 品 名 数量単位

１
　はしご付き消防ポンプ自動車（ 30ｍ
級）

1 台 円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

小 計 円

消 費 税 相 当 額 円

合 計 円

引 渡 し 先 印西地区消防組合西白井消防署

設 計 金 額

単 価 金 額

物

品

概

要

　別添仕様書のとおり

設　　　　　計　　　　　書

印西地区消防組合消防本部

事 業 名 はしご付き消防ポンプ自動車売払い

引 渡 し 期 限 令和４年１０月３１日（ 月）










